
成年年齢引下げ後の大崎市成人式の名称について 

 

平成３０年６月１３日民法が定める成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げること等を内

容とする「民法の一部を改正する法律」（平成３０年法律第５９号）が成立し，令和４年４月

１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることになります。 

 

大崎市成人式は，成年年齢引下げ後も「従来通り２０歳の方を対象」に実施いたしますが，

「成人式」における「成人」と民法上の成年年齢が異なることから名称を変更するものです。 

 

成人式の目的 

・人生における大きな節目であり，若年者に対し，責任ある大人としての自覚や社会参画を

促す厳粛な儀式 

・若年者が大人になるまで様々な形で支えてくれた周囲や社会に対して感謝する機会 

・地域社会や家族が若年者の大人としての門出を祝福する機会 

・親が一人前の大人として扱う節目の意義 

・進学や就職等により地元を離れている若年者が，地元に戻ることで友人と再会したり地域

の人と触れ合う機会 

 

１）名称 

二十歳
は た ち

の集い 

 

 

２）スケジュール 

  令和４年１月 成人式実行委員，社会教育委員との意見交換 

         教育委員協議会 

         教育委員会部内会議 

      ４月 教育委員会定例会 

      ５月 市議会総務常任委員会 

      ６月 定例記者会見 

 

 

３）成年年齢引下げ後の式典予定 

名称：令和５年「大崎市二十歳
は た ち

の集い」 

期日：令和５年１月８日（日） 

場所：市内７会場 

対象：平成１４年４月２日から平成１５年４月１日生まれの人 

 


